
平成25年度の利率

平成25年度の運用利益金の総額等（①+②+③+④）

（※）

平成25年度末における再資源化預託金等の残高及び平成25年度末における平成24年度までの運用利益金の残高（⑤+⑥）

⑤平成25年度末における再資源化預託金等の残高 ⑥平成25年度末における平成24年度までの運用利益金の残高

＝（イ）＋（ロ）－（ハ）－（ニ）－（ホ）－（ヘ）　 ＝（イ）－（ロ）－（ハ）－（ニ）ー（ホ）　

（イ）平成24年度末における再資源化預託金等の残高：　　 821,439,261,284円 （イ）平成24年度末の運用利益金の残高：　　 59,927,282,471円

+61,187,452,236円 △4,052,186,046円

△32,142,242,505円

△4,250,396円

0円

△9,135,822円

△14,981,677,170円

　　

△35,751,400円

△311,730,880円

・・・ 0.01236

（ヘ）平成25年度に出えん等を行った承認・認可済
      特定再資源化預託金等の総額：
　　　(参考資料3の5．参照）

（ホ）平成25年度に中古車輸出した自動車所有者への
      返還が確定された再資源化預託金等の総額：
　　　(参考資料3の4．参照）

（ニ）平成25年度末における承認・認可済特定再資源化
      預託金等の残高：

+

（ロ）平成25年度に預託された再資源化預託金等の総額：
　　　(参考資料3の2．参照）

＝
11,021,728,941

＝

（※）使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第７０条の
　　　規定に基づき小数点以下五位未満の端数を切り捨てる。

891,017,021,772

835,191,062,965円

0.0123698

①平成25年度において再資源化
   預託金等を運用して得た運用
   利益金の総額(参考資料3の1．
   参照）

10,972,591,323円

④平成24年度以前に請求され、
   平成25年度に中古車輸出した
   自動車所有者へ返還された再
   資源化預託金等について、平
   成24年度までの複利計算をし
   た元利合計額と返還金額との
   差額　[⑥（ホ）と同じ]

35,751,400円9,135,822円

+

②平成24年度の利率計算にお
   いて利率の小数点以下5位
   未満切捨て処理にて生じた
   差額　[⑥（ハ）と同じ]

分
母

分
子

+

（ニ）平成25年度の再資源化預託金等の払渡し等に付する
      利息を算出する際に切捨てた1円未満の端数を合計
      した額等：

③平成25年度の再資源化預託
   金等の払渡し等に付する利息
   を算出する際に切捨てた1円
   未満の端数を合計した額等
   [⑥（ニ）と同じ]

4,250,396円

+

11,021,728,941円

891,017,021,772円

（ハ）平成25年度に自動車製造業者等又は情報管理
      センターに払渡された再資源化預託金等の総額：
　　　(参考資料3の3．参照）

55,825,958,807円

（ロ）平成25年度に再資源化預託金等の払渡し等に付して
      支払った利息の総額：
　　　(参考資料3の6．参照）

（ハ）平成24年度の利率計算において利率の小数点以下
       5位未満切捨て処理にて生じた差額：

（ホ）平成24年度以前に請求され、平成25年度に中古車
      輸出した自動車所有者へ返還された再資源化預託金
      等について、平成24年度までの複利計算した元利
      合計額 と返還金額との差額：
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